
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年７月１９日 ２０時５０分ごろ 

発生場所 島根県江津
ご う つ

市江津港導流堤 

 江津灯台から真方位２６４°８３０ｍ付近 

（概位 北緯３５°０１.８′ 東経１３２°１３.５′） 

事故の概要  プレジャーボート松芳
まつよし

丸は、南南東進中、消波ブロックに乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 平成２９年７月３１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 松芳丸、１.６７トン 

 ２７２－２１６１０島根、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に亀裂を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、友人（以下「同乗者」という。）

１人を乗せ、船長が中央部の舵輪後方に立って操船に当たり、同乗者

が船尾部舷縁に腰を掛け、江津港に入港する予定で同港北方沖を港口

に向けて手動操舵により南南東進した。 

本船は、船長が、江津港北方に延びる導流堤北端に設置された簡易

標識灯を船首目標とし、時折後方を振り返って同乗者と会話をしなが

ら航行していたところ、導流堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げ

た。 

本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

 船長は、同乗者と会話をしていて前方をよく見ていなかったと本事

故後に思った。 

分析  本船は、江津港北方沖を南南東進中、船長が、同乗者と会話をして

いて前路の見張りを適切に行っていなかったことから、導流堤に接近

していることに気付かず、導流堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、江津港北方沖を南南東進中、船長が、前

路の見張りを適切に行っていなかったため、導流堤に接近しているこ

とに気付かず、導流堤北端付近の消波ブロックに乗り揚げたものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



 

 

られる。 

・航行中は、操船に専念し、常時適切な見張りを行うこと。 

 


